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整 理 番 号  ２０２１Ｐ－１２９ 

補助事業名  ２０２１年度 児童、高齢者、障がいのある人が相補的に関わることの 

         できる地域共生型社会づくりを促進する活動、調査・研究等補助事業 

補助事業者名  特定非営利活動法人トイボックス 

 

１ 補助事業の概要 

（１）事業の目的 

２０１７年に教育機会確保法が施行されましたが、こども達に多様な教育機会を届

けるためには、この法律に基づいた活動をより一層発信していく必要性を感じていま

す。教育機会確保法に関する現状調査や地域における活動実践検証を通して、こども達

に多様な学びの場を届けるために必要な要素を明らかにし、地域で実現できる仕組み

づくりをめざしていきます。 

 

（２）実施内容 

① 調査・研究(https://www.npotoybox.jp/jka/.html) 

「教育機会確保法見直し事例の調査・研究」として、こども達に多様な学びの機会・

場を届けるための条件・要素を明らかにするべく、2020年度に調査研究を実施。本年

度はその仮説の検証を行いながら、多様なこども達の居場所として必要な機能を解き

ほぐし、プログラム化しました。 

 

こども主体、地域との交流を主軸にしたプログラムの実施

(https://www.npotoybox.jp/jka/projects.html) 

 プログラムの実施は、まず居場所空間を整えることからスタート。こども達が気軽

に入れるスタッフルームづくりやエントランスづくりをこども達の声を反映しながら

行いました。ひとりひとりの日常の活動や状態を注意深く見守るために、スタッフミ

ーティングの方法や記録のとり方を変更し、２０数名のこどもたちひとりひとりのフ

リースクールでの過ごし方について、毎日記録しスタッフで情報共有するようにしま

した。地域の方ともこども達の状態について必要な情報を共有し、地域との交流のな

かで行われる体験型プログラムを実施しました。 
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② 多様な学びの場実現にむけた連携会議・報告 

（https://www.npotoybox.jp/jka/conference.html） 

上２０２１年８月から３回にわたり、多様な教育機会の確保が限られた地域にとど

まらず、あらゆる地域でも実現できる形を模索するために、スマイルファクトリーの

スタッフと、教育委員会とで検討を行いました。 

 

連携会議は、２０２１年８月６日、２０２２年２月２５日、３月４日の３回実施し

ました。全３回の連携会議を通して、フリースクールの機能や地域の方々の存在の大

きさ、行政と民間がそれぞれの強みを活かして仕組みづくりを協働していくことにつ

いて、協議することができました。 

特に、多様な学びの場を形成するためには、様々な機関が連携して地域一体となっ

ていくことが重要である、という結論が出たことは、活動を広げていく上での大きな

進展だったように思います。 

 

 

２ 予想される事業実施効果 

今回の事業では、多様な教育機会をこども達に届ける仕組みを実現していくには、

フリースクールの持つ居場所機能について構成要素を明確にすること、多様な学びの

場に必要な予算が配分される仕組みを整理することが必要という仮説が生成されまし

た。 

この仮説に沿った活動をこども達、地域の方々と一緒に過ごす中で実践することで、

フリースクールが地域で担える役割やこども達の多様性と主体性が発揮されやすい環

境をつくるために寄与できることを見つけることができました。 

仮説から得られた結果を基に、今後は多様な学びの場をつくるためには地域一体で連

携することが必要であり、そのためにもどこにでも居場所がある、という感覚を抱け

る地域をめざすことを、今後の方針として定めました。 

 

 

３ 補助事業に係わる成果物 

（１）補助事業により作成したもの 

教育機会確保法見直し事例の調査・研究に関する報告書 

（https://www.npotoybox.jp/jka/report.html ) 

冊子名「こども達がたくさんの夢をえがける社会をめざして」 
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（２）（１）以外で当事業において作成したもの 

ホームページ内に特設サイトを開設（https://www.npotoybox.jp/jka/) 

 

 

４ 事業内容についての問い合わせ先 

団 体 名： 特定非営利活動法人トイボックス 

（トクテイヒエイリカツドウホウジントイボックス） 

住   所： 〒５５６-００２１ 

大阪市浪速区幸町２―３－３３ 

代 表 者： 代表理事 栗田 拓（クリタ タク） 

担 当 部 署： 池田事業部 （イケダジギョウブ） 

担 当 者 名： 池田事業部 事務長 斎藤 由実（サイトウ ユミ） 

電 話 番 号： ０７２-７５１-１１４５ 

Ｆ Ａ Ｘ： ０７２-７５１-６８８１ 

Ｅ－ｍａｉｌ： smile＠npotoybox.jp    

Ｕ Ｒ Ｌ：  https://www.npotoybox.jp/toybox/  
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